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岡
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回
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課
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〃

○
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課

○
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請
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課
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〃

〃

○
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縦
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○
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○
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許
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け
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る
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建

築
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導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

落

札

者

等

の

決

定

警

察
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計

課

【
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漁
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調
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
九
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

フ
ェ
ニ
テ
ッ
ク
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ

株
式
会
社

ー

住
所

岡
山
県
井
原
市
木
之
子
町

番
地

1
5
0

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

伊
中

正
佳

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
フ
ェ
ニ
テ
ッ
ク
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ

株
式
会
社
第
一
工
場

ー

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
木
之
子
町

番
地

6
8
3
3
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設

65 酸又はアルカリによる表面
種 類 処理施設

能 力 シリコンウエハー約250枚／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後約１週間

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.4 0.8
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 4 4
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／ℓ） 5 10
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／ℓ） 5 10

Ｓ Ｓ（㎎／ℓ） 1 2

油 分（㎎／ℓ） - -

Ｔ－Ｎ（㎎／ℓ） 40 50

Ｔ－Ｐ（㎎／ℓ） 3 5

大腸菌群数 個／cm - -（ ）3

ふっ素（㎎／ℓ） 1,540 1,540

40 50アンモニア，アンモニウ
ム化合物，亜硝酸化合物
及び硝酸化合物（㎎／ℓ）

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする｡
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 中和処理施設ラインミキサー

種 類 ラインミキサー

構 造 硬質塩ビ製
同左

主 要 寸 法 φ65mm×320mm（攪拌部分）

能 力 30㎥／時

処 理 の 方 法 自動ｐＨ調整

工 事 着 手 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 年 月 日 － 着手後１週間

使 用 開 始 年 月 日 － 完成後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節変動がある場合はその 連続24時間 同左
概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日) 514 566.3 514 566.3 514.4 567.1 514.4 567.1
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 3～5 3～5 6～8 6～8
常の量及び最大
の量 ＢＯＤ（mg／ ） 30 60 30 60�

ＣＯＤ（mg／ ） 30 60 30 60�

Ｓ Ｓ（mg／ ） 1 3 1 3�

油 分（mg／ ） 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満 同左�

Ｔ－Ｎ（mg／ ） 130 230 130 230�

Ｔ－Ｐ（mg／ ） 2 5 2 5�

大腸菌群数 個／cm - - - -（ ）3

ふっ素（㎎／ℓ） 4.5 7.8 4.5 7.8

アンモニア，アンモニウム
105 185 105 185化合物，亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（㎎／ℓ）
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区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 フッ酸処理施設

種 類 攪拌式

構 造 鉄製ゴムライニング
同左

主 要 寸 法 φ2,600mm×H3,050mm，φ3,000mm×H3,050mm

能 力 12㎥／４時間，15㎥／４時間

処 理 の 方 法 凝集沈殿，ふっ素吸着

工 事 着 手 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 年 月 日 － 着手後１週間

使 用 開 始 年 月 日 － 完成後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節変動がある場合はその 断続24時間 同左
概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日) 122 150.9 122 150.9 122.4 151.7 122.4 151.7
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 4 4 5.8～8.6 5.8～8.6
常の量及び最大
の量 ＢＯＤ（mg／ ） 5 10 5 10�

ＣＯＤ（mg／ ） 5 10 5 10�

Ｓ Ｓ（mg／ ） 1.0 3.0 1.0未満 1.0未満�

油 分（mg／ ） - - - - 同左�

Ｔ－Ｎ（mg／ ） 210 250 210 250�

Ｔ－Ｐ（mg／ ） 16 20 0.1 0.6�

大腸菌群数 個／cm - - - -（ ）3

ふっ素（㎎／ℓ） 1,540 1,540 6.4 7.8

アンモニア，アンモニウム
210 250 210 250化合物，亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（㎎／ℓ）
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区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 中和処理施設

種 類 攪拌式

構 造 鉄製ゴムライニング
同左

主 要 寸 法 φ2,625mm×Ｈ3,105mm

能 力 50㎥／時

処 理 の 方 法 中和

工 事 着 手 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 年 月 日 － 着手後１週間

使 用 開 始 年 月 日 － 完成後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節変動がある場合はその 連続24時間 同左
概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日) 671 797 671 797
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 4 4 5.8～8.6 5.8～8.6
常の量及び最大
の量 ＢＯＤ（mg／ ） 5 10 5 10�

ＣＯＤ（mg／ ） 5 10 5 10�

Ｓ Ｓ（mg／ ） 1 3 1 3�
同左

油 分（mg／ ） - - - -�

Ｔ－Ｎ（mg／ ） 14 20 14 20�

Ｔ－Ｐ（mg／ ） 1 3 1 3�

大腸菌群数 個／cm - - - -（ ）3

ふっ素（㎎／ℓ） - - - -

アンモニア，アンモニウム
7.3 12 7.3 12化合物，亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（㎎／ℓ）
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 排水口№１

変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 1,135 1,313

ｐ Ｈ 6.5～8.5 6.5～8.5

ＢＯＤ（㎎／ℓ） 4 9.7

ＣＯＤ（㎎／ℓ） 4 9.7

Ｓ Ｓ（㎎／ℓ） 0.5 3.0
同左

油 分（㎎／ℓ） 1.0未満 1.0

Ｔ－Ｎ（㎎／ℓ） 9.1 16

Ｔ－Ｐ（㎎／ℓ） 0.5 2.0

大腸菌群数 個／cm - -（ ）3

ふっ素（㎎／ℓ） - -

アンモニア，アンモニウム
7.3 12化合物，亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（㎎／ℓ）

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成26年１月24日から同年２月14日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び井原市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
号

次
の
病
院
等
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
規

定
す
る
救
急
病
院
等
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

岡
山
大
学
病
院

所
在
地

岡
山
市
北
区
鹿
田
町
二

五

一

－
－

名

称

岡
山
済
生
会
総
合
病
院

所
在
地

岡
山
市
北
区
伊
福
町
一

一
七

一
八

－
－

名

称

総
合
病
院
岡
山
赤
十
字
病
院

所
在
地

岡
山
市
北
区
青
江
二

一

一

－
－

名

称

川
崎
医
科
大
学
附
属
川
崎
病
院

所
在
地

岡
山
市
北
区
中
山
下
二

一

八
〇

－
－

名

称

岡
山
労
災
病
院

所
在
地

岡
山
市
南
区
築
港
緑
町
一

一
〇

二
五

－
－

名

称

総
合
病
院
岡
山
市
立
市
民
病
院

所
在
地

岡
山
市
北
区
天
瀬
六

一
〇

－

名

称

総
合
病
院
岡
山
協
立
病
院

所
在
地

岡
山
市
中
区
赤
坂
本
町
八

一
〇

－

名

称

心
臓
病
セ
ン
タ
ー
榊
原
病
院

所
在
地

岡
山
市
北
区
中
井
二

五

一

－
－

名

称

光
生
病
院

所
在
地

岡
山
市
北
区
厚
生
町
三

八

三
五

－
－

名

称

岡
山
旭
東
病
院

所
在
地

岡
山
市
中
区
倉
田
五
六
七

一

－

名

称

岡
山
西
大
寺
病
院

所
在
地

岡
山
市
東
区
西
大
寺
中
野
本
町
八

四
一

－

名

称

竜
操
整
形
外
科
病
院

所
在
地

岡
山
市
中
区
藤
原
二
一

一

－
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名

称

佐
藤
病
院

所
在
地

岡
山
市
南
区
築
港
栄
町
二

一
三

－
名

称

岡
山
市
久
米
南
町
組
合
立
国
民
健
康
保
険
福
渡
病
院

所
在
地

岡
山
市
北
区
建
部
町
福
渡
一
〇
〇
〇

名

称

岩
藤
胃
腸
科
外
科
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

所
在
地

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
沖
三
四
三

名

称

岡
山
東
部
脳
神
経
外
科
東
備
ク
リ
ニ
ッ
ク

所
在
地

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
光
明
谷
二
〇
三

一

－

名

称

玉
野
三
井
病
院

所
在
地

玉
野
市
玉
三

二

一

－
－

名

称

松
田
病
院

所
在
地

玉
野
市
和
田
三

一

二
〇

－
－

名

称

備
前
市
国
民
健
康
保
険
市
立
備
前
病
院

所
在
地

備
前
市
伊
部
二
二
四
五

名

称

瀬
戸
内
市
立
瀬
戸
内
市
民
病
院

所
在
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
八
四
五

一

－

名

称

赤
磐
医
師
会
病
院

所
在
地

赤
磐
市
下
市
一
八
七

一

－

名

称

北
川
病
院

所
在
地

和
気
郡
和
気
町
和
気
二
七
七

名

称

川
崎
医
科
大
学
附
属
病
院

所
在
地

倉
敷
市
松
島
五
七
七

名

称

倉
敷
中
央
病
院

所
在
地

倉
敷
市
美
和
一

一

一

－
－

名

称

倉
敷
成
人
病
セ
ン
タ
ー

所
在
地

倉
敷
市
白
楽
町
二
五
〇

名

称

し
げ
い
病
院

所
在
地

倉
敷
市
幸
町
二

三
〇

－

名

称

倉
敷
紀
念
病
院

所
在
地

倉
敷
市
中
島
八
三
一
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名

称

倉
敷
第
一
病
院

所
在
地

倉
敷
市
老
松
町
五

三

一
〇

－
－

名

称

松
田
病
院

所
在
地

倉
敷
市
鶴
形
一

三

一
〇

－
－

名

称

水
島
第
一
病
院

所
在
地

倉
敷
市
神
田
二

三

三
三

－
－

名

称

総
合
病
院
水
島
協
同
病
院

所
在
地

倉
敷
市
水
島
南
春
日
町
一

一

－

名

称

倉
敷
ス
イ
ー
ト
ホ
ス
ピ
タ
ル

所
在
地

倉
敷
市
中
庄
三
五
四
二

一

－

名

称

水
島
中
央
病
院

所
在
地

倉
敷
市
水
島
青
葉
町
四

五

－

名

称

玉
島
中
央
病
院

所
在
地

倉
敷
市
玉
島
中
央
町
一

四

八

－
－

名

称

玉
島
協
同
病
院

所
在
地

倉
敷
市
玉
島
柏
島
五
四
一
七

名

称

玉
島
第
一
病
院

所
在
地

倉
敷
市
玉
島
一
三
三
四

一

－

名

称

藤
沢
脳
神
経
外
科
病
院

所
在
地

倉
敷
市
玉
島
勇
崎
五
八
七

名

称

児
島
中
央
病
院

所
在
地

倉
敷
市
児
島
小
川
町
三
六
八
五

名

称

倉
敷
市
立
児
島
市
民
病
院

所
在
地

倉
敷
市
児
島
駅
前
二

三
九

－

名

称

ま
び
記
念
病
院

所
在
地

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
一
一
二
八

名

称

森
下
病
院

所
在
地

総
社
市
駅
前
一

六

一

－
－

名

称

薬
師
寺
慈
恵
病
院

所
在
地

総
社
市
総
社
一

一
七

二
五

－
－
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名

称

金
光
病
院

所
在
地

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
七
四
〇

名

称

笠
岡
市
立
市
民
病
院

所
在
地

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八

一

－

名

称

笠
岡
第
一
病
院

所
在
地

笠
岡
市
横
島
一
九
四
五

名

称

笠
岡
中
央
病
院

所
在
地

笠
岡
市
笠
岡
五
一
〇
二

一
四

－

名

称

井
原
市
立
井
原
市
民
病
院

所
在
地

井
原
市
井
原
町
一
一
八
六

名

称

井
原
中
央
病
院

所
在
地

井
原
市
井
原
町
三
二
七
三

名

称

小
田
病
院

所
在
地

井
原
市
井
原
町
五
八
二

名

称

菅
病
院

所
在
地

井
原
市
井
原
町
一
二
四

名

称

矢
掛
町
国
民
健
康
保
険
病
院

所
在
地

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
六
九
五

名

称

高
梁
中
央
病
院

所
在
地

高
梁
市
南
町
五
三

名

称

大
杉
病
院

所
在
地

高
梁
市
柿
木
町
二
四

名

称

高
梁
市
国
民
健
康
保
険
成
羽
病
院

所
在
地

高
梁
市
成
羽
町
下
原
三
〇
一

名

称

金
田
病
院

所
在
地

真
庭
市
西
原
六
三

名

称

総
合
病
院
落
合
病
院

所
在
地

真
庭
市
落
合
垂
水
二
五
一

名

称

勝
山
病
院

所
在
地

真
庭
市
本
郷
一
八
一
九
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名

称

近
藤
病
院

所
在
地

真
庭
市
勝
山
一
〇
七
〇

名

称

中
山
病
院

所
在
地

真
庭
市
久
世
二
五
〇
八

名

称

田
尻
病
院

所
在
地

美
作
市
明
見
五
五
〇

一

－

名

称

芳
野
病
院

所
在
地

苫
田
郡
鏡
野
町
吉
原
三
一
二

名

称

鏡
野
町
国
民
健
康
保
険
病
院

所
在
地

苫
田
郡
鏡
野
町
寺
元
三
六
五

二

有
効
期
限

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

井
原
市
芳
井
町
下
鴫
字
田
淵
ノ
上
二
五
五
九

一
、
二
五
六
六
、
二
五
六
七
、
二
五
八
一

一
、

－
－

二
五
八
二

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
に
係
る
市
町

（２）
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
井
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

倉
敷
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

倉
敷
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

倉
敷
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
に
係
る
市
町

（３）
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
倉

敷
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

三
七
四
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
～

美
作
市
奥
字
兵
衛
地
一
二
六
六
番
一
地
先
か
ら

美
作
市
奥
字
土
居
ノ
内
一
一
〇
四
番
一
地
先
ま

新

三
四
〇
・
〇

一
九
・
〇

で

七
・
〇
～

美
作
市
奥
字
兵
衛
地
一
二
六
六
番
一
地
先
か
ら

美
作
市
奥
字
土
居
ノ
内
一
一
〇
四
番
一
地
先
ま

旧

三
四
〇
・
〇

一
一
・
〇

で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

久
世
中
和
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）
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八
・
四
～

苫
田
郡
鏡
野
町
楠
字
山
下
二
九
番
一
地
先
か
ら

苫
田
郡
鏡
野
町
楠
字
井
手
上
七
九
番
三
地
先
ま

新

二
九
二
・
〇

一
二
一
・
〇

で

四
・
六
～

苫
田
郡
鏡
野
町
楠
字
山
下
二
九
番
一
地
先
か
ら

苫
田
郡
鏡
野
町
楠
字
井
手
上
七
九
番
三
地
先
ま

旧

二
九
二
・
〇

一
七
・
六

で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

長
屋
賀
陽
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
〇
～

新
見
市
唐
松
字
国
司
一
〇
九
七
番
一
地
先
か
ら

新

六
九
七
・
〇

新
見
市
唐
松
字
唐
地
屋
敷
一
〇
六
〇
番
一
地
先

四
九
・
〇

ま
で

四
・
〇
～

新
見
市
唐
松
字
国
司
一
〇
九
七
番
一
地
先
か
ら

旧

六
九
七
・
〇

新
見
市
唐
松
字
唐
地
屋
敷
一
〇
六
〇
番
一
地
先

二
二
・
五

ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

中
西
川
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域
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別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
里
字
長
畝
一
二
九
四
番
三
地
先

一
〇
・
〇

か
ら

一
六
・
六
～

久
米
郡
美
咲
町
里
字
長
畝
一
二
九
四
番
五
地
先

四
二
・
九

新

ま
で

久
米
郡
美
咲
町
里
字
長
畝
一
二
九
四
番
三
地
先

一
〇
・
〇

か
ら

一
一
・
六
～

久
米
郡
美
咲
町
里
字
長
畝
一
二
九
四
番
五
地
先

一
二
・
五

旧

ま
で

平成２６年１月２４日　岡山県公報　第１１５５３号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

北
房
井
倉
哲

新
見
市
土
橋
字
今
市
三
二
六
九
番
一
地
先
か
ら

平
成
二
十
六

西
線

新
見
市
草
間
字
モ
リ
ヒ
ラ
二
〇
三
一
番
一
地
先
ま
で

年
一
月
二
十

四
日

久
世
中
和
線

苫
田
郡
鏡
野
町
楠
字
山
下
二
九
番
一
地
先
か
ら

苫
田
郡
鏡
野
町
楠
字
井
手
上
七
九
番
三
地
先
ま
で

長
屋
賀
陽
線

新
見
市
唐
松
字
国
司
一
〇
九
七
番
一
地
先
か
ら

新
見
市
唐
松
字
唐
地
屋
敷
一
〇
六
〇
番
一
地
先
ま
で

中
西
川
線

久
米
郡
美
咲
町
里
字
長
畝
一
二
九
四
番
三
地
先
か
ら

久
米
郡
美
咲
町
里
字
長
畝
一
二
九
四
番
五
地
先
ま
で
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〔
二
五
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
一
月
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
り
ん
ご
の
き

三

代
表
者
の
氏
名

中
原

昌
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
連
島
二
丁
目
一
三
番
一
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
・
教
育
・
労
働
な
ど
の
各
分
野
に
わ
た
る
支
援
活
動
を
実
践

す
る
こ
と
に
よ
り
、
発
達
障
害
児
・
者
を
主
と
し
た
障
が
い
児
に
対
し
て
、
自
立
支
援
や
療
育
、
保

育
、
就
労
支
援
な
ど
の
支
援
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
障
が
い
者
を
取
り
巻
く
環
境
の
改
善
及
び
向
上

を
図
り
、
心
身
と
も
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
二
六
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
国
際
看
護
支
援
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

近
藤

章
浩

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
北
長
瀬
本
町
二
〇
番
一
二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
外
国
人
の
看
護
業
務
従
事
希
望
者
に
対
し
て
、
資
格
の
修
得
及
び
従
事
に
関
す
る

事
業
を
行
い
、
国
際
協
力
並
び
に
国
内
医
療
及
び
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
二
七
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

申
請
の
あ
っ
た
新
規
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
備
前
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
者

児
島
湾
土
地
改
良
区
理
事
長

二

地
区
名

北
七
区
６
条
２
（
農
業
基
盤
整
備
促
進
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
事
業
）

西
七
区
３

４
条
（

〃

）

－

三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
区
定
款

事
業
計
画
書

四

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で

五

縦
覧
の
場
所

備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
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〔
二
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
。平

成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

津
山
市
西
吉
田
地
内

公
共
測
量
（
農
山
漁
村
活
性
化
プ

平
成
二
十
六
年
一
月
七
日
か
ら
同

ロ
ジ
ェ
ク
ト
交
付
金
西
吉
田
地
区

年
三
月
十
四
日
ま
で

確
定
測
量
業
務
）
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〔
二
九
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

仮
称

河
本
土
地
区
画
整
理
組
合
設
立
準
備
委
員
会
か
ら
次
の
と
お

、（

）

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

赤
磐
市
内

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
、
水
準

平
成
二
十
六
年
一
月
十
七
日
か
ら

測
量
）

同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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〔
三
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
拾
ノ
割
六
一
七

五
、
六
一
七

八

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
五
一
八

シ
テ
ィ
ハ
イ
ム
早
島
Ａ
一
〇
二

林

治
広

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
二
八
号
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〔
三
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
北
溝
手
字
上
仲
田
四
四
二

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
下
中
野
七
〇
五

一
〇
五

ア
ル
フ
ァ
ー
ム
Ａ

一
〇
二

－
－

友
野

彰
洋

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
六
九
号
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〔
三
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
三
軒
地
一
〇
二
一

一
〇
、
一
〇
二
一

一
一

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
二
二
七

二
五

中
山
マ
ン
シ
ョ
ン
Ⅱ
二
〇
二

－

石
原

政
俊

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
五
号
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〔
三
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
三
軒
地
一
〇
二
一

九
、
一
〇
二
一

一
二
、
一
〇
二
一

一
三
、
一
〇

－
－

－

二
一

一
四
、
一
〇
二
一

一
五

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
二
四
七

ｐ
ａ
ｐ
ａ
ｓ
Ａ
棟
二
〇
二

寺
元

英
一

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
六
号
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〔
三
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
下
林
字
法
蓮
一
二
七
八

四
、
一
二
七
八

六
、
一
二
八
六

七
、
一
二
八
六

九
、
一

－
－

－
－

二
八
六

一
〇

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
中
央
五
丁
目
五

一
〇
三

－

鈴
木

俊
考

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
九
号
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〔
三
五
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

）

、

、

。

政
令
第
三
百
七
十
二
号

に
基
づ
き

特
定
調
達
契
約
に
つ
き

次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し
た

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

借
入
件
名
及
び
数
量

Ｉ
Ｃ
免
許
証
記
載
事
項
確
認
装
置

三
十
台

二

借
入
期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

岡
山
県
岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四
番
地
三

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

五

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
岡
山
営
業
所

岡
山
県
岡
山
市
北
区
磨
屋
町
一
番
六
号

六

落
札
金
額

一
月
当
た
り
三
三
三
、
二
七
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
五
、
八
七
〇
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

平
成
二
十
五
年
十
月
十
一
日
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◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
五
号

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
回
岡
山
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

奥

野

雄

二

一

日
時

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
日
（
木
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

岡
山
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

関
係
各
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
つ
い
て
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